






表 流域下水道の全体計画概要 




出典：「業務年報（水質管理）平成 年度 奈良県流域下水道センター」




 

吉野川流域下水道

第一処理区 第二処理区 宇陀川処理区 吉野川処理区

計画面積 約25,500ha 約15,500ha 約1,000ha 約3,100ha

計画We 約1/.9PW 約37./PW 約1./PW 約3.8PW

計画汚水�

（日最大）

約291,000N 約110,000N 約1,300N 約21,000N

排除方式 分流式（一部合流） 分流式 分流式 分流式

対象市町村

奈良市　大和郡山市

天理市　桜井市

生駒市　香芝市

平群町　三郷町

斑鳩町　安堵町

川西町　三宅町

田原本町　広陵町

大和高田市　橿原市

御所市　香芝市

葛城市　高取町

明日香村　上牧町

王寺町　広陵町

河合町

宇陀市 五條市　吉野町

大¡町　下市町

処理場名 浄化センター 第二浄化センター 宇陀川浄化センター 吉野川浄化センター

所在地 大和郡山市#田部b町 北葛城郡広陵町萱野 宇陀市�原±地 五條市二�

処理場面積 57.5ha 39.0ha 3.8ha 13.0ha

処理方式

〇標準活性汚泥法

　+急速ろ過法

〇v�¥��u�法

　+急速ろ過法

〇Z!]X«l

　@EッG流Y式

　q�¯化	�法

　+急速ろ過法

〇標準活性汚泥法

〇Z!]X«l

　v�¥��u�法

〇Z!]X«l

　@EッG流Y式

　q�¯化	�法

〇Z!]¢^

　�©式¯化	�法

　+急速ろ過法

〇Z!]¢^

　v�¥��u�法

　+急速ろ過法

〇高�処理=>シ

デーションディッチ法

　+°����化法

〇�©式¯化	�法

　+急速ろ過法

〇高�処理=>シ

デーションディッチ法

　+急速ろ過法

管渠総延長 約91./78 約72.078 約9.378 約23.578

大和川上流J宇陀川流域下水道

区分





第１章 経営計画策定の趣旨 


奈良県流域下水道事業では、施設・設備の老朽化に伴う更新需要の増加や人口

減少等に伴う料金収入の減少といった背景のもと、財政の透明性・予見可能性の

向上による財政マネジメントの強化を図るため、令和  年度から公営企業会計
を導入し、将来にわたって安定的に事業を�していEためのr.×的Q基Ù計

画である経営計画を�定するFととしました。


１．１ 下水道事業の現状と見通し 

１．１．１ 事業概要 

奈良県においては、表に示すとおり、４つの処理区で下水道事業の整備・運営

を行っています。
第一処理区は、大和川右岸の 市町を対象とし、県下で最も規模の大きい浄
化センターにおいて汚水処理を行っており、Ñ和  年に�ñ/§G^ました。
第u処理区は、大和¶野r�+の 市町Ûを対象とし、第u浄化センターに
おいて汚水処理を行っており、Ñ和 年に�ñ/§G^ました。
宇陀川処理区は、県営水道の取水源である室生ダムの水質保全および生活環境

のÇ�を÷的に、宇陀川上流+の宇陀市を対象とし、Ñ和 年に�ñ/§G^
ました。
吉野川処理区は、吉野川（紀の川水系）の水質環境基準を達成するため、吉野

川流域の 市町を対象とし、¶成 年に�ñ/§G^ました。
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第一処理区
大和川上流・宇陀川流域下水道の第一処理区は、県内最初の流域下水道事業として、

大和郡山市に浄化センターを設置し、昭和 年から供用開始されました。
 大和川右岸の奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市、香芝市、平群町、三郷

町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、広陵町の 市 町を処理区域として

います。








管内図
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管内図
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宇陀川処理区
大和川上流・宇陀川流域下水道の宇陀川処理区は、宇陀市に宇陀川浄化センターを設

置し、昭和 年から供用開始されました。
 宇陀川流域の宇陀市（旧宇陀郡内 町）を処理区域としています。










第二処理区
大和川上流・宇陀川流域下水道の第二処理区は、北葛城郡広陵町に第二浄化センター

を設置し、昭和 年から供用開始されました。
 大和川左岸の大和��市、}Q市、mo市、��市、葛城市、�R町、us�村、上

牧町、王寺町、広陵町、河合町の 市 町 村を処理区域としています。
 pXJには、��場や5721ー6&%の�Mr設、80:;ープールや自由広場が

あります。
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１．１．２ 人口減少に関する現状 

奈良県の総人口は、近年、減少傾向にあり、令和元年の人口は約 万人とな
っています。また、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研という）の予

測によれば、令和 年には 万人`下回る推計結果が示されています。




図 奈良県総人口の推移 

（H16～H31 の人口 *(：!-�年奈良県推計人口年報） 

（5� "
の人口 *(：国立社会保障・人口問題研究所H30.3 月推計） 

 

50

60

70

80

90

100

110

1�0

1�0

1	0

150

H

1

6

H

1

7

H

1

8

H

1

9

H

2

0

H

2

1

H

2

2

H

2

3

H

2

4

H

2

5

H

2

6

H

2

7

H

2

8

H

2

9

H

3

0

R

1

R

2

R

3

R

4

R

5

R

6

R

7

R

8

R

9

R

1

0

R

1

1

R

1

2

R

1

3

R

1

4

R

1

5

R

1

6

R

1

7

R

1

8

R

1

9

R

2

0

R

2

1

R

2

2

R

2

3

R

2

4

R

2

5

R

2

6

R

2

7

（万人）

奈良県の人口推移





吉野川処理区
吉野川流域下~�の吉野川処理区は、五條市に吉野川浄化センターを設置し、平成 

年から供用開始されました。
 吉野川流域の五條市、吉野町、大淀町、下市町の 市 町を処理区域としています。
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吉野川処理区
吉野川流域下~�の吉野川処理区は、五條市に吉野川浄化センターを設置し、平成 

年から供用開始されました。
 吉野川流域の五條市、吉野町、大淀町、下市町の 市 町を処理区域としています。
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（２） 処理水量

表 流域下水道における処理水量の推移 







図 流域下水道における処理水量の推移 












処理水量の推移（流域下水道） 単位：千㎥

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

第一処理区 89,539 89,430 91,602 90,435 90,535 89,814 89,656

第�処理区 33,553 33,777 33,911 34,076 34,504 35,151 35,319

宇陀川処理区 2,504 2,395 2,526 2,466 2,504 2,534 2,489

吉野川処理区 3,830 3,715 3,693 3,613 3,759 4,218 4,252

流域計 129,426 129,317 131,732 130,590 131,302 131,717 131,716

対前年度伸び率 - -0.1% 1.9% -0.9% 0.5% 0.3% 0.0%
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（千㎥）
処理水量の推移（流域下水道）
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１．１．３ 流入水量等の推移 

近年の流入水量等の推移は次のとおりとなっており、ほぼ横ばいの状態が続い

ています。


（１） 流入水量

表 流域下水道における流入水量の推移 







図 流域下水道における流入水量の推移 








流入水量の推移（流域下水道） 単位：千㎥

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

第一処理区 85,523 85,151 87,072 86,027 86,098 85,364 85,188

第�処理区 31,387 31,564 31,628 31,974 32,601 33,371 33,321

宇陀川処理区 2,342 2,233 2,366 2,306 2,345 2,376 2,326

吉野川処理区 3,654 3,553 3,534 3,465 3,609 4,085 4,125

流域� 122,906 122,501 124,600 123,772 124,653 125,196 124,960

対前年度伸び率 - -0.3% 1.7% -0.7% 0.7% 0.4% -0.2%
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（４） 不明水対策
ア） 雨天時浸入水

奈良県流域下水道では、奈良市の一部と大和郡山市の一部地域を除いて分

流式下水道となっています。そのため、雨天時には、合流区域からの流入水

量が増加することになりますが、それ以外の区域からの流入水量も雨天時に

は増加することから、分流管への雨天時浸入水が@かが_れます。
県では、雨天時浸入水対策に取り組んでおり、市町村による送煙調査や管

内カメラ調査等を通じて、誤接続の解消等に取り組んでいます。
それでも、依然として老朽化した管渠の接合部やクラック等からの浸入水

が一定量あるため、解消に�けて取り組1ます。

イ） 不適正排水

井戸水など水道水以外の水を使用して下水道へ排出する際には、使用者か

ら市町村への届出が¼�となっています。しかし、届出が¼�であることを

知らない人や事業者による無届での下水排出が�_れる場合には、下水道使

用者�での�¶¿が確保されず、下水道事業の健全な経営を阻害することと

なります。
そのため、県では¶Â２８年度より各種対策に取り組んでいます。
① 県民だより、市町村広報誌、商工会議所等の会報誌による広報・啓発
② 市町村条例のÇ正により、井戸水など水道水以外の水を使用して下水

道へ排出する際の届出義務化、罰則規定を設置
③ 排水量の多い事業所に対し市町村と連携して個別訪問調査
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